
停留ビザ 	 	 	 	 	 	 観光ビザ申請(修学旅行)	

１、対象者	

査証免除措置国以外のビザが必要な外国籍の方	

(ビザが必要かどうかは、「査証免除措置国」をご参照下さい。)	

２、必要書類	

(1)	旅券：原本とコピー1 通（申請時において残存期間 6ヶ月以上）	

(2)	ビザ申請書：1通（オンライン登録したもので、本人の署名が必要。未成年者は保護者の

署名も必要になります。）	

(3)	カラー・背景無地白色の証明写真：2枚（縦 4.5cm×横 3.5cmのパスポートサイズ、頭頂か

ら顎までの長さが 3.2~3.6cmで、申請日前 6ヶ月以内に撮ったもの）	

(4)	在留カード：原本と両面コピー1 通	

(5)	在学証明書	

(6) 修学旅行同意書（所定フォーム）	

(7) 保護者同意書及び関連書類	 	

※未成年の申請者は、①保護者の同意書、②パスポートまたは運転免許証のコピー	

（空白部分に署名必要）、③住民票（3ヶ月以内発行の全部事項証明書）が各一通必要です。	

(8)	 旅行会社発行の予約確認書及び旅程表	

(9)	<再入国許可書保持者のみ＞「中華民国査証発給要件誓約書(再入国許可書保持者)」 

専用フォームあり。ホームページから印刷し、ご記入の上お持ちください。	

(10)	ビザ費用：最新の手数料一覧表をご参照下さい。	

注意事項：	

1. 本處の申請管轄は神奈川県と静岡県に居住の方です。	
2. 中国籍の方は、申請方法が異なります。本処ホームページ内、「領事事務」→「大陸
人士赴台手續」をご参照ください。	 	 	

3. ビザの受け取りの際は受領証を持って取りに来て下さい。申請者ご本人が受け取りに
来ることが困難な場合は、代理人が取りに来るか、またはレターパックを持参すれば、
発給され次第順次発送します。郵送に時間がかかる場合もありますので、余裕を持っ
て申請して下さい。尚、代理人が取りに来る場合は、受領証と代理人の身分証明が必
要です。	
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